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議  事  日  程 

平成２９年１月３１日（火曜日）午前１０時２９分 開 議 

 

１．開  会 

２．事  件 

 （１）総合戦略の進捗状況について 

 （２）地方創生拠点整備交付金について 

 （３）企業立地促進制度等の拡充について 

 （４）ホームページ連携による一斉情報配信について 

 （５）かすみがうら市における通学定期券購入費助成事業の創設について 

 （６）運転免許自主返納支援について 

 （７）地域防災計画の見直しについて 

 （８）公共施設使用料の見直しについて 

 （９）その他 

５．閉  会 

 

                                           

開 議  午前１０時２９分 

○川村成二委員長 

 皆様、おはようございます。 

 本日は全員協議会終了後委員会にご出席いただきましてまことにありがとうございます。 

 ただいまの出席委員数は５名で会議の定足数に達しております。よって、会議は成立いたしました。 

 ただいまから総務委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

 現体制になりました総務委員会はきょうが最後の委員会となる可能性があります。委員の皆様には

いろいろ協力をいただきまして無事総務委員会が進められてきたのかなと思っております。 

 きょうも議案が多数ありますので、効率的な運営にぜひともご協力いただいて進めていきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

 続いて、書記に議会事務局、齊藤邦彦君を指名いたします。 

 これより、閉会中における所管事務調査を行います。 

 本日の調査事項は、お手元に配付しました会議次第に記載のとおりであります。 

 それでは、早速、調査に入ります。 

 初めに、（１）総合戦略の進捗状況についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 理事 西山 正君。 

○理事（西山 正君） 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 地方創生からは（１）から（３）までの案件についてご説明させていただきたいと思いますが、ま

ず、第１点目の総合戦略の進捗状況であります。 

 総合戦略については、地方創生の戦略は平成 27年 12月に策定をされて以来、これに基づいて市役

所を挙げて事業に取り組んでまいりました。国のほうの基本方針に従って、この総合戦略・地方創生

の取り組みというのは、全て数値目標をきちんと置いて、その進捗の管理を行って、進捗が思わしく
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ないものがあれば適宜、見直しを図っていかなければいけないという仕組みになっております。 

 したがいまして、かすみがうら市のほうでも戦略の中にＫＰＩ（キー・パフォーマンス・インジケ

ーター）という形で事業の進捗を図る目標値を置いております。私どものほうで 28年度、有識者の委

員会のほうも開催をいたしまして意見をいただきながら、それぞれの事業の進捗について把握をして

まいりました。本日は、その 28年度までのその事業の進捗について取りまとめた資料の内容について

説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料のアクションプラン進行管理表というのに基づいて説明をさせていただきます。 

 前もって申し上げておきますと、指標に基づく進捗の管理というのは、私どもの場合多重的に行っ

ております。多重的というのは、１つは、戦略全体の基本目標、４つの基本目標（仕事をつくる、人

を地域に呼び込む、子育て、出産を支援する、それから地域づくりを行う）、この４つの指標について、

基本目標についてそれぞれＫＰＩを設定しています。 

 さらに、この基本目標を達成するための別々の事業につきましても、それぞれ個別の目標を設定し

ております。 

 さらに言うと、これはＫＰＩではないんですが、全ての個別の事業については、年度ごとにどうい

うことをやっているのかという目標値をそれぞれ置いております。したがって、この３段階の目標が

どれぐらい消化されているとか、進捗しているのかということを把握するのが私どもの取り組みにな

っておりまして、今お手元にお配りしました資料については、それぞれ３段階の指標についての進捗

が網羅されておりますので、非常に内容が分厚いものになっております。かつ詳細でありますので、

本日はこの資料の見方を中心に、あと、主な取り組み事業であります観光利用事業あるいは定住促進

事業、こういったものを事例として進捗をご説明させていただきたいと思っております。 

 では、内容については担当の貝塚企画監のほうからご説明申し上げます。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 地方創生・事業推進担当の貝塚と申します。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元のアクションプラン進行管理表という資料に基づきまして説明をさせていただき

ます。 

 目次の次のページ、１ページ、２ページと記載のあるページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらが表の見方というところでございますが、まず１ページですが、こちらは基本的な目標、そ

の目標に対する、設定してあります成果目標についての達成度となってございます。こちらにありま

すとおり、上段の青い矢印の部分が基本目標、成果指標に対する達成度の割合を示しております。そ

の下の欄には、その実績の値を示してございます。 

 それと、その下、２ページの記載のある部分ですけれども、こちらは基本目標ごとにそれぞれ盛り

込んでおります施策ごとの達成状況となっております。 

 ３段目に、１－１－３新規就農就漁者への支援ということがございますけれども、こちらを参考に

見方を説明させていただきますと、まず上段の部分、緑色の 58.3％とあるところですけれども、これ

は一番右側にある平成 31 年度のＫＰＩに対して現在どれぐらい達成しているかという割合を示して

ございます。 

 中段にある、７人とあるんですけれども、こちらは実績の値ということを示してございます。 

 その下、オレンジ色の矢印の部分ですけれども、こちらは、この新規就農就漁者への支援という取
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り組みに対して、平成 28年度に予定している取り組み項目がどれぐらいできたかという進捗度の割合

を表示してございます。現在、この整理した表なんですけれども、28年９月末、上半期の状況という

ことで記載をしてございます。今後、28年度が終了した時点で、年度後の整理をしまして、また報告

をさせていただきたいと。本日は上半期のということになってございます。 

 次に、次のページ、３ページ、４ページでございますけれども、これは各施策名ごとに整理をした

一覧表ということになってございます。こちらには、今申し上げました達成度もございますけれども、

４ページの黄色いマス目を塗った部分、これは当面予定している行程的な取り組みの計画です。 

 その下が総合戦略策定時、27年度からの取り組み計画、それから実施内容、それと達成の課題、改

善等を記載したものというような表記になってございます。 

 次に、６ページをお願いいたします。 

 ６ページからが表の見方ではなくて、実際の評価の記載となっています。５ページのほうが基本目

標に対するものということでございますけれども、ここで一番下のところの基本目標４の部分ですけ

れども、こちら空欄になっている部分もございます。こちらは目標値が都市基盤満足度とか、教育環

境満足度ということで、アンケート等によって指標を図るということになっておりますので、現在そ

れを行っていないので空欄という形なってございます。 

 次に、その下、６ページから 10ページまでが 39ある施策に対しての達成とそれから進捗状況とい

うことで記載をしているものでございます。 

 次に、11 ページから 12 ページでございますが、これは達成状況と進捗状況の一覧のグラフという

ことになってございます。達成度については赤、進捗については緑ということで表現してございます。

特に 12ページの部分が施策全体ということで表記をさせていただいている表となります。 

 続きまして、次のページ、15ページなんですけれども、こちらから最終の 154ページまでについて、

それぞれ見開き１枚で各施策ごとに 28 年９月末現在の状況をそれぞれ記載をさせていただいたもの

でございます。 

 詳細のものはご覧いただきたいと思うんですけれども、進捗の中で、特に平成 28年度、今年度加速

化交付金、国の交付金を活用している事業について、またご説明をさせていただきたいと思います。 

 Ａ４、１枚の表のほうをお願いいたします。サイクリングプログラムを核とした地域活性化ＤＭＯ

推進事業という表のほうをお願いします。 

 別の資料で１枚の表なんですが、Ａ４横の１枚の。 

○川村成二委員長 

暫時休憩します。 

休 憩  午前１０時４１分 

                                 

再 開  午前１０時４２分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 続けて始めてください。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 Ａ３のほうをお願いいたします。こちらはサイクリングプログラムを核とした地域活性化ＤＭＯ推

進事業の取り組み状況ということでございます。こちらは地方創生加速化交付金を活用して、実施し

ているところです。この事業については、かすみがうら未来づくりカンパニーに委託して事業を現在
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進めているところです。 

 主に事業としましては、サイクリング事業と飲食事業、６次産業化事業、交流事業という柱を持っ

て進めているところでございます。 

 まず、サイクリング事業でございますが、こちらはライドクエストということで、自転車を使いま

して市内をめぐるプログラムでございます。それと、保有している自転車を貸し出しをしますレンタ

サイクル、これらの２つの事業を行っております。ライドクエスト事業が８月２日から、レンタサイ

クル事業が９月１日から実施しております。 

 ライドクエスト事業につきましてはフルーツハンター2016 夏ということから始まりまして、秋と、

それから冬から春という３回のプログラムを実施して、現在、冬から春のイチゴ狩りをメインにした

プログラムを実施しているところでございます。現在までのところ、人数としては、参加者が 45人と

いうことになってございます。 

 次に、レンタサイクル事業でございますけれども、こちらは保有する 42 台の自転車を１時間 500

円、それから２時間だと 1,000円、３時間から５時間で 1,500円ということで貸し出しを行っている

事業でございます。 

 現在まで、12月末までの実績ですけれども、42人の実績というふうになってございます。 

 次に、２項目めの飲食事業でございますが、こちらは地産地消とヘルシーをコンセプトとするレス

トラン「かすみキッチン」、それから市内の食材を堪能できる地産地消バーベキューをやっております。

かすみキッチンが７月 16日から、それからバーベキューは９月１日から実施をしてございます。 

 かすみキッチンのサテライトとして計画しておりますフルーツアート屋台「キッチンカー」でござ

いますが、こちらは現在、キッチンカーの製作を依頼している状況となっておりまして、来年度以降

の稼働を予定しているというところでございます。 

 かすみキッチンでございますが、毎週月曜日を定休として営業を現在行っておりまして、通常メニ

ュー、ランチと夜の営業のほかに、例えばディナーライブだとか、そういったものも定期的に開催し

ている状況でございます。また、１月からはモーニングサービスも始めたというところでございます。 

 現在、12月末までの利用者数としましては 6,244人がキッチンを利用したという実績になってござ

います。 

 続きまして、バーベキュー事業ですけれども、こちらは道具を貸し出すということで、手ぶらで楽

しめるバーベキューということで行っております。市の食材を十分に堪能できるよということで、食

材も用意しているところでございます。こちらは 12月末までに 21人の利用実績ということになって

ございます。 

 いったん 12月で事業のほうは終了しまして、次は３月１日から再開するということを予定しており

ます。 

 次に、６次産業化の事業でございますが、こちらは地域の資源でございますフルーツを中心としま

して、ドライフルーツ、それからスイーツ、そういったものに活用していこうと。パッケージ化をし

て、交流センター内で販売を行っていこうという事業でございます。 

 ドライフルーツにつきましては、現在、試験的に販売をしたこともございますが、今現在、検討を

加えているところというところです。 

 それと、スイーツにつきましては、３月から１階のマルシェでの販売を考えているところでござい

ます。 

 ドライフルーツの検討ですが、既にドライフルーツを手がけている有識者等と連動して検討してい
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きたいというふうに考えているところです。 

 それから、スイーツにつきましては、季節ごとのロールケーキ、今現在はレンコンを使ったレンコ

ンロールケーキがございますが、季節ごとに素材を変えて、サツマイモやイチゴ、ブルーベリー、梨

などの定番化も目指していきたいというところで考えているところでございます。 

 また、今後でございますが、オリジナルのアイスクリーム等の開発も進めて、１階のほうで販売を

していきたいというふうに考えているところでございます。 

 次、一番下の交流事業でございますが、こちらは農産物、それから加工品、そういった販売を行う

かすみマルシェでございますが、こちらが 10月８日からスタートをしてございます。 

 それと、地元の産品を使ったワークショップ、こういった交流イベントについては 10月 29日から

実施をしているところでございます。 

 かすみマルシェにつきましては、毎週土曜日、日曜日、それから休日に開催をしておりまして、今

現在は１階に自転車等も置いてございますが、マルシェとしての整備をしたいということで、若干の

改装を予定をしております。 

 それと、その改装によって販売、それから軽食等の販売ができるような形で整備をしていくという

ところを予定しております。 

 １月に入ってからは、やはり土、日、１階でスイーツの販売等も始めたところでございます。 

 次に、交流イベントの部分ですが、こちらについては、これまでに２回ほど開催いたしまして、今

後は定期的な開催を検討していくというところです。これまでは 10月 29、30におめかしかぼちゃワ

ークショップ、それから 12月 10日につくだに弁当ワークショップということを実施してきておりま

す。今後、３月以降、地域の食材を使ったパンづくりのワークショップであるとか、ピザづくりのワ

ークショップであるとか、そういったところを計画していきたいというところです。 

 資料にはございませんが、未来づくりカンパニーの雇用状況というところでございますが、今現在、

正社員が４名、それとパートとアルバイトが合計で 10名というところの状況でやってございます。 

 それと、交流センターの部分ですが、６月に使用してから９月いっぱいまでは使用料という形、そ

れから 10月１日からは指定管理ということで、協定に基づきまして納付金のほうを納めていただいて

います。 

 今後、この使用料等納付金のほうは、交流センターの整備と保全に要する経費に充てるということ

で、公共施設等整備基金への積み立てを予定をしているところでございます。今年度予定額として 73

万 600円、来年度は１カ月の納付金の 12カ月分ということで 93万 6000円の額を基金のほうに積み立

てたいというふうに考えているところでございます。 

 ＤＭＯ推進事業のほうについては以上となります。 

○川村成二委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前１０時５１分 

                                 

再 開  午前１０時５２分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 それでは、貝塚企画監担当の説明が終わりましたので、ここで質疑を受けたいと思います。 

 小松﨑委員。 
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○小松﨑 誠委員 

 ちょっと細かい話で恐縮なんだけれども、１つは、ライドクエスト事業ね、これ料金高いんじゃな

いんですかね。その料金設定はいろいろ検討して決めたんでしょうけど、例えばですね、はとバスツ

アーだってお土産つきで、豪華食事つきで 6,000 円、7,000 円でやっているんですよね、バスまで乘

って。それを果物狩りを含めて、8,000 円とか 9,500 円とかそういうプランもあるんでしょうけれど

も、もうちょっと見直しというのはできないものかなと思っているんです。前からね。その辺はいか

がなもんでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 この金額につきましては、今のところ参加者のほうからは満足いただいていて、金額が高いという

評価はいただいていないと思っています。ただ、これから人数を伸ばしていくに当たっては、まだ人

数的に 100人までいっていないので、いろいろな意見を聞く中でそういう声ももし出てくるというこ

とであれば、反映をして考えていきたいと思っています。 

 はとバスについては、このライドクエストとは別に、今後、はとバスのツアーの中にこのライドク

エストもということで、今検討を関係機関と進めていくと。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 不満が出ないのは、みんなお金に余裕のある人はそれを利用できるから満足するわけですよ。だけ

ど、もうちょっと安きゃいいのになという意見もあろうかと思うんですね。ですから、その辺も十分

検討していただきたいなと思います。私はもうちょっと安けりゃサイクリングやりたいな、ライドク

エストしたいなと思う。これはちょっと高過ぎる。地元にいる人間としては。と私は個人的に思いま

す。検討してください。 

 続いていいですか。かすみマルシェ、これ毎週やっているということで、私、霞ヶ浦大橋を渡るた

びに、向こう側の行方の道の駅とか、その手前で人がいっぱい集っているんだよね。休みのたびにに

ぎわっているわけですよ。歩崎は国道からかなり入りますよね。でも行けばみんなすばらしいところ

だって思うわけですよ。新しい施設になって、トイレもきれいになって、今まであったトイレは湿式

というか、水まいてただきれいにしているだけでね。今度は交流センターはきれいなトイレにもなっ

たし、みんな行けば感動するのさ、景色もいいしね。それをアピールするのに、もうちょっと看板を

掲げるとか、常に常駐で看板をね、毎週土日はやっていますとか、晴れの日はやっていますとか、台

風のとき以外はやっていますとか、ちょっとユーモアまじえた案内板を設置したらどうかなと思うん

ですよ。 

 例えば、ここから先何キロだけど来てみてねとか、いいところだとかさ、ちょっとくだけた感じで

人を呼び込むような、そういう看板を、案内板をつけてもらいたいなと思うんです。というのは、こ

れまた個人的な話になっちゃうんだけど、県西地区に行ったら、自然薯という旗がだぁーっとあるん

ですよ。それにつられて行っちゃったんだね、そうしたら３キロぐらいあって遠いんですよ。ところ

が、そこの自然薯買ったら、これまたおいしいんですね。旗につられて来ちゃったけど、来てみてよ

かったわと、こう思うわけ。高いんだよ、１本 5,000円とか 4,000円とかするんだから。でも、それ

は食べ応え十分あって、やっぱり行けば喜ぶ、そういう内容だと思うんです。マルシェもこのライド
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クエストもね。それを呼び込む方法をもうちょっと学んでいって、やっていただきたいなと。ちょっ

と長くなっちゃって申しわけないけど、一言だけ、ご承知おきいただければと思います。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 かすみマルシェは、今は休日のみ開いておりますが、１階の改装をして、本格的には３月から稼働

したい。それまでに軽食なんかも始まる。そこにはやはり目玉商品的なものを始めたいということで、

今いろいろな商品、地元の方と連携して、例えばパンの販売もそうですし、アイスクリームもそうな

んですが、そちらのほうと合わせて呼び込む方法としては、やはりあそこの駐車場に来た時点でも、

なかなかあの施設がそういう施設とわからない点もあるので、その辺は検討していただくということ

になっています。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

 鈴木委員。 

○鈴木良道委員 

 かすみキッチンなんですが、今までの利用者 6,400人、そうすると１日の平均はどのぐらいですか。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 １日平均は、これまでのトータルで見ますと大体 35人ぐらい。 

○鈴木良道委員 

 そうすると、最初の説明の中で、正社員が４名、パートさんが 10名ですね、それだけの人数を雇用

して採算が合うんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 今現在４名の中身としては、幾つか事業が分かれていますけれども、シェフが１名、それからライ

ドクエストの担当が１名、かすみマルシェの担当が１名、それと全体の事務をやっている方が１名で、

今のところ正社員はその４名になっております。 

 この事業を始めるに当たって、３年目に自走化を目指すというところで、今１年目で、キッチンの

ほうは当初の見込みにほぼ近い状態でのお客さんが来ていただいている。今後、ライドクエストと１

階のマルシェ、これらは若干、調整含めてスタートがおくれた部分がございますので、それらの今目

玉をつくっていこうというところで考えておりまして、今雇っている従業員の人数については、今年

度の決算はまだ出てきてはおりませんけれども、売り上げに対しての経営上の問題は、今後、１階の

マルシェとか自転車に力を入れていって、３年目には、特に来年、今度２年目になるわけですけれど

も、２年目には逆に従業員もふやしてどんどん来てもらおうというところで考えていて、調整という

か、検討を会社のほうでしているということを伺っています。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 ちょっと前後して申しわけないんですけど、最初のほうの中で、21かな、新規の就労者への支援金

とかもありましたね。これ新規就農の場合は県の補助事業だと思うんです。新規就農者に対しては面
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接やったり、いろいろあってハードルも少し高いような気がするんです。ある程度めどがたってから

申請する人もいるわけですよ、新規就農。そうすると、これ５年間ですかね、支援を受けられるのは。

その農業収益で利益を上げちゃうと、その分差っ引かれて２年前に始まっちゃったら、あと残り３年

分しか補助もらえませんよと。１人 150万でしたかね。それを市独自でできないものかというのが１

つなんですね。その辺どうでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 この新規就農の部分、やはり新規就農して生産技術は学んでいって徐々に上がるものがあるかと思

いますけれども、やはり販売先の確保であるとか、そういったことは大変なんで、収入が安定するま

である一定期間は要するのかなと。この部分は特にうちの農林水産部局が主として事業の推進をして

ございますので、現状の中では、特にそういった相談体制をとってやっているということでございま

すので、今後、状況を見ながら、その辺は推進状況をうちの担当のほうで確認する際に、そういう点

も含めて、なるべく多くの就農者が来ていただいて、就農してからも販売のほうも支援というか、で

きるような体制をとっていきたいというようには考えています。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 そういう方向でどんどん進めていただきたいと思うんですけれども、地方創生ということでしたら

司令塔のようなもんですよね、市の中ではね。ですから、各課の事情をよく把握して支援体制をとっ

ていただきたいなと。 

 あと、何でもそうですけれども、ものを売るというのは流通の確立だと思うんですよね、それ直接

難しければ、インターネットだってできるわけですよ、もしくはふるさと納税なんかでね、その返礼

品として市が買い取ってあげるとかね、そういうのを含めて進めていただきたいなと思います。これ

は要望とかそんなんじゃなくて、考えてみてください。 

 そういうことで、終わります。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 アクションプランの検証を 28 年の上半期ということでまずされているというところなんですけれ

ども、この基本目標にしたって項目 39 項目あるじゃないですか。28 年上半期以降、市として担当者

でやってみて、うまくいっているところとうまくいっていないところ、また全体としてどういうふう

にとらえているか内容だけでも教えてもらえれば。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 進行管理表の 12、13、14の達成（進捗）状況一覧表で赤いところが少ないという部分が基本目標３

というところになっていたと思います。全体的に見ると、この基本目標３のほうがまさに達成度がつ

いていないというところがございます。ここの部分は未達成という部分でございますけれども、ここ

については既にある程度の事業を実施してきていることもありまして、新規事業は取り組んではいる
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んですけれども、なかなか達成できていないというところもあろうかと思います。 

 そのほかに、赤が少ないという原因としましては、数値目標を立てている部分と、数値目標ではな

くて検討段階、検討した結果をこれから決定していく、方向性を決定していくという目標もあります

ので、それらが今検討に入っているということもありまして出てきていない、成果として出てきてい

ないというところもございます。 

 国のほうも、総合戦略はＫＰＩも含めて見直してきているというところもございます。うちの戦略

についても、28年度、今年度検討している事項も、政策もございますので、今年度終了時点で、さら

に担当部署等の状況を確認させていただきながら、例えば実施成果として方向性がちょっと違うよう

なものについては戦略の見直しも含めていきたいというふうに考えています。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 ＤＭＯ事業のところで、もう一個なんですけれども、ライドクエストの参加者が 42名、これレンタ

サイクルの 42名と 42名で一緒かなと思ったんで、これは変動していないですよね。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 はい。 

○川村成二委員長 

 それでは、委員長のほうからちょっと資料の内容についてですけれども、この第３セクターのかす

みがうらの未来づくりカンパニー、このすみ分けがいまいち、この資料を見る中でわからないんです

よね。果物を核としたＤＭＯ推進事業、これ大半は第３セクターの担当ですよね。それをこのような

場でそのまま要求して、そのまま相手に伝わるのか。その辺はどのようにこの資料として整理をして

対応しようとしているんでしょうか。その辺説明いただけますか。 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 本年度は委託事業ということで継続してお願いしていまして、やはり今回、この資料の整理の中と

いうのは委託事業というか、未来づくりカンパニーがやる事業を現時点で整理しているということ。

本日いただいたご意見等については、やはり市のほうでも第３セクターの取締役もおりますし、うち

のほうから資料の中のご意見としては、とりあえず事務局としても伝えて反映をさせていければと思

って整理をしたものです。よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 そのほかございませんか。 

 それでは、（１）に関する次の定住促進について、説明を求めます。 

企画監、山内美則君。 

○企画監（山内美則君） 

 （１）の総合戦略の取り組みの中の定住促進サポート事業についてです。 

 平成 27 年度の地方創生加速化交付金を活用した第二のふるさといばらきプロジェクト推進事業に

おきまして、28年度に繰り越しをして実施されます定住促進サポート事業における取組について、ご

説明申し上げます。 

 この事業につきましては、同窓会プロジェクトと子どもミライプロジェクトの２つの事業を事業構

築に向けて調整を進めているところでございます。 
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 各プロジェクトの概要について説明をいたします。 

 資料１枚目の裏面のほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、同窓会プロジェクトでございます。 

 市の総合戦略にはマドンナプロジェクトとして掲載をされておりますが、婚活に関しましては交付

金の対象メニューから外れることになりますので、その婚活の部分を外して同窓会を通じたＵターン

就業・定住の促進ということで支援いたします。市内在住の方はもちろんのこと、首都圏等市外へ転

出した方への呼びかけを行いまして、30 歳という１つの転機となるような時期の方々を対象に、30

歳の大同窓会というものを開催する事業であります。旧交を温めながらふるさとを再認識していただ

く中で、生活する場を考え直そうとしている方や、自身の知識や技能を地元で生かしたいと考えてい

る方が参加者の中にいた場合は、その方たちに対しまして市の施策や地元での就業情報の提供を行う

ことなどでＵターン定住につなげていくことがねらいでございます。 

 次に、子どもミライプロジェクトで、次のページでございます。 

 中学生の間に地域の実情や課題や、まちづくりなどについて考える機会を持ち、同時に地域とのか

かわり合いの中で活躍している大人の姿を見ながら地元や地域について学んでいく、そして一旦転出

したとしても、将来は地元に戻ってきてくれる。そういうふるさとを愛する気持ちと誇りに思う心を

育みまして、少しでもその後押しとなるようなこととしております。 

 ３年間のプログラムの概略を申し上げますと、１年生では、まず、今年度は映像を制作しています

ので、その映像を使った講義を行いまして、その後、地元で意欲的に働いている方々などから出前授

業として、地域の魅力について、仕事などについての体験談などを直接聞いて、２年生では、初めに

市の歴史や産業、地域資源などについて講義を受けまして、その後に実際に農家や事業所などの現場

を訪れ、それから後にワークショップ等を通じて新商品のプランを子どもたちがつくるということで

す。 

 そのプランの中で、実現可能性という観点から学校ごとに一つのプランに絞った上で、事業者に依

頼をして実際に商品をつくるということです。３年生になりまして、その実際にでき上がった商品を

販売体験をしていくということでございます。 

 このように３年間を通しまして、かすみがうら子どもミライ学習と銘打ちまして、総合的な学習の

時間に、その年間計画に組み込んで、各中学校での取り組みとさせてもらっております。一連のカリ

キュラムの中で、ふるさと教育とキャリア教育をと掛け合わせたようなプログラムとして、現在、各

中学校の先生方と調整を図りながら学習体系の構築を目指しているところでございます。 

 この資料が今の内容でございましてこれでほぼまとまってきている状態でございます。 

 この裏のページでございますが、なお、この２つのプロジェクトをサポートする組織としまして、

かすみがうら地域産業プラットフォームという組織を設立いたしました。地域で農業や水産業、製造

業、サービス業などさまざまな業種において意欲的に取り組んでいる若手経営者などによりまして設

立をいたしました。 

 今年度は、ここに記載しております名簿にもございますように、様々な業種から 10名の方々にご参

加をいただきまして、ただいま申し上げました同窓会における就業相談のサポート、また子どもミラ

イ学習の出前授業における講師として事業の推進にかかわっていただくこととしております。講師と

して櫻井委員にもご協力をいただいております。 

 最後になりますが、今年度の実績につきましてご説明いたします。 

 30 歳の大同窓会におきましては、先日、１月 28 日土曜日に土浦市のＬ‘ＡＵＢＥ旧霞ヶ浦観光ホ
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テルなんですが、ここにおきまして開催をいたしました。当日の参加者は 58名ということで、参加率

は 12％程度ということでございます。そのうちで市外からの参加者が 28名、そのうち県外からは 12

名の参加でございました。その中で、Ｕターンや就業のご相談を受けた方は３名でございました。今

後、この方たちに継続的に支援を行ってまいりたいと考えてございます。 

 また、子どもミライ学習につきましては、第１弾の取り組みとして、２月７日に下稲吉中学校で、

２月 10日に霞ヶ浦中学校で、２月 17日に千代田中学校で１年生を対象に出前授業の実施を予定して

おります。来年度からはこの１年生が進級して２年生でのワークショップに取り組みまして、さらに

１年生の出前事業の実施、その次の年度には進級した３年生へ販売体験の実施と新１年生、新２年生

に対する取り組みを実施するというような形になります。このサイクルで実施をすることを予定して

ございます。 

 これらの事業によりまして成果があらわれてくるのは何年先になるか、５年先になるか、10年先に

なるか予測することは大変難しいと思われますが、将来的に少しでもＵターン定住が図られまして、

若い世代の、また子どもたちの未来につながっていくことを期待しているところでございます。 

 説明を終わります。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見があればお願いします。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、総合戦略の進捗結果についての調査を終了いたします。 

 次に、（２）地方創生拠点整備交付金についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 理事 西山正君。 

○理事（西山 正君） 

 引き続き、交付金についての説明を申し上げます。 

 地方創生の拠点整備交付金、これは箱もの交付金といいまして、基本的には施設整備に対してお金

を出すものというものなんですが、国の地方創生交付金は、これまでソフト中心の交付金でずっと推

移してまいりましたが、ここに来て、地方自治体から、ソフト事業を推進するに当たって必要なハー

ド整備について手厚く措置してほしいという要望がかなり寄せられましたので、28年度の補正予算で

もってこちらの交付金を実施することになりました。まさに私ども、観光ＤＭＯ事業をやっておりま

すが、これ自体はソフト事業なんですが、これの成果につなげるためには、その拠点となる交流セン

ターの機能拡充というハード整備について非常に大きな課題となっていましたので、今回この交付金

を活用したいと考えております。 

 交付金の内容につきまして、事業内容につきましては担当の貝塚のほうから説明申し上げます。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 では、Ａ４の１枚の表紙に地方創生拠点整備交付金の活用についてと記載のある資料のほうをお願

いいたします。 

 こちらの交付金のほうなんですが、今西山理事のほうから概要のほう、交付金制度の内容がござい

ましたので、２番の概要というところなんですけれども、本市のほうで観光の地域づくりを本格的に
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施設の改修をするという観点から、この交流センターをサイクリングを中心として、サイクリングだ

けではなくて観光交流の拠点としての整備、それから県も推進しているつくば霞ヶ浦りんりんロード

の活用、そういったロードマップということでこの交付金を活用して、必要となる増築や機能改善、

こういったことを行って、交流人口がさらに拡大、増加して、それによる消費の誘導効果、それから

関連産業の雇用創出、そういったことを考えているものでございます。 

 内容なんですが、２ページ裏面のほうになるんですけれども、（２）の施設整備ということでござい

ますが、拠点としての機能を充実させるために交流センターにシャワー施設、それから更衣室、それ

から休憩場所、この休憩場所については湖側にウッドデッキ等で休憩できるスペース、そういったも

のを設置すると。あわせて自転車のメンテナンスができるスペース、そういったものを設けようとい

うところでございます。 

 それと、既存施設の機能改善というところですが、現在、厨房に入るスタッフが移動するに当たっ

ては客席を通らなければならないという状況になってございますので、１階の事務室あたりから直接

厨房のほうに入れるように、外階段を設置するというような計画をしているものでございます。 

 また、交流センターの外観なんですが、ここを訪れてきていただいた方から見ると、なかなかそう

いった施設であるという表示なども見受けられないというところもございますので、外観を人を呼び

込むような、何かあるなと、寄ってみたいなというような形にするための外壁の模様がえというのも

含めてございます。 

 それと、これら施設整備に合わせて、それらのより一層効果が高まるためのソフト事業として、こ

れまでかすみがうらエンデューロというものを開催してきておりますけれども、サイクリングを実施

する事業として、琵琶湖一周のビワイチというサイクリングであるとか、淡路島一周であるアワイチ

とか、そういった認知がされているということで、本市においても、交流センターを発着拠点とする

霞ヶ浦一周サイクリング、こういったものをブランド化していけないなかということで、それらのツ

アーを含めてやろうということでございます。 

 またあわせて、ここにはライドハンターズと書いてありますけれども、これはサイクリングロード

ではなくて、市内をあちこちサイクリング、自転車を使って移動してもらうオリエンテーリング的な

イベント、これらもあわせてやっていきましょうということで、ソフト事業はその２つでございます

が、そういったものをこの拠点整備交付金に合わせて申請をしたいというふうに考えているものでご

ざいます。 

 スケジュールでございますが、１月４日にこの拠点整備交付金、施設整備は今回限りということな

ので１月４日でしたけれども、申請をさせていただきまして、こちらにちょっと採択が１月下旬とい

うふうに書いてございますが、国のほうでは２月の上旬ということで変更になってございます。間も

なく採択、不採択が公表されるのかなというふうに思っております。 

 採択いただけましたらば、29年３月第１回定例会のほうに予算案のほうを、補正予算の計上をさせ

ていただきまして、29年度から事業のほうは繰り越して着手をしていきたいと考えているものでござ

います。 

 ４番の事業費でございますが、こちらは現段階ということで、これは確定の事業ではございません

けれども、交付金が２分の１ということで、該当しないものもございますが、交付金の２分の１を活

用して、残りの一般財源のうち建設国債をもとにした補正予算債の該当する部分については対応して

ということで現段階では考えているというものでございます。 

 大きな取り組みについては以上でございます。 
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○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いします。 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 裏側の（３）事業概要で効果促進事業というところ、いろいろ楽しみな企画が盛りだくさんだと思

うんですけれども、この交付金は１回限りなんですか、設備をつくるだけにしか使えないんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 この拠点整備交付金については１回限りなんですが、このほかに別メニューの推進交付金もござい

まして、こちらが計画期間の中では複数年使えるということですので、とりあえず今回は、このソフ

ト事業についてはイベントとして１回この拠点整備を活用してやって、それ以降は推進交付金を活用

できるのであれば、それを活用しながら定期的な開催を目指していくものです。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 そこでなんですけれども、確かにこれはメリハリをつけるということでスタート・フィニッシュと

か、いろいろしておると思うんですね。ここ回数券じゃないけれども、何回か来ると、例えばレンタ

サイクルを無料で貸し出すとか、もしくは 10回に１回はレンコン 4キロだとか、何か目玉になるよう

な景品みたいなものはつけられないかなと思ったんです。よくこれあるらしいですね、ほかの事例で。

それから、その途中のコースで、ちゃんと走破したといっても、ショートカットの人もいるわけだよ

ね。そういうわざわざずるしてやったという人はいないでしょうけれども、ある程度チェックポイン

トをつくって、ちゃんと回ってきたよというのがあればいいんです、そういうものもあるらしいです

ね。これ、私もね、こういうのができたらぜひ提案しようと思っていた内容なんです。ですから、そ

ういうチェックポイントの強化と、それからそれを回ったときのご褒美じゃないけれども、何回か回

れば何かがもらえる、何かが割り引かれる、こういう制度を一つ組み入れていただきたいなと思うん

だけれども、いかがでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 まさにその点、交流人口がふえて、地元への消費が交流人口へのインセンティブというか、誘客す

るきっかけづくりにも大事だと思いますので、その点については、１周のチェックポイントの設定と

それらを行った方、イベントだけではなくて、日常的にあそこに車を置いて１周回ってきてという方

もいらっしゃいますので、そういう方たちにも、例えばポイント的なものであるとか、そういったも

のを付与して、何かしら特定な形というのを、今ちょっと仕組み的なものを同時に考えているところ

ですので、もう少し時間をいただきまして仕組みをぜひつくろうと。 

［小松﨑委員「ぜひお願いします」と呼ぶ］ 

○川村成二委員長 

 ほかにございますか。 

 宮嶋委員。 
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○宮嶋 謙委員 

 シャワーとか休憩スペースとか、サイクリストにとって必要、喜ばれる施設が期待できるというこ

とで、非常に喜ばしいことだとは思うんですけれども、こういうハードの整備に当たっては、利用者

の本当に求めるような形ですね、機能を付与する必要があると思うんですね。例えばサイクリストが

１周回ってきて使うシャワーって何なんだろうと。１周回ってきて食べる食事って何なんだろうかと。

霞ヶ浦にはレンコンがあるから売りたいという売り側の理論でなくて、消費するお客さん側のニーズ

を十分に反映させた施設にしていただきたと思いますが、その辺のしっかりとした設計といいますか、

ソフトを含めたものについては十分体制はとれているんでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 サイクリストもあそこの施設に訪れて中に入ってきてくれている方もふえてきていまして、その

方々からいただいた意見も参考にしながら今いろいろ事業を展開していますので、今回のこのハード

整備についても、そういった方々の意見、特にシャワーもそうですし、下の軽食の部分、それから例

えば１月から始めたモーニングなんかも、サイクリストが朝一周する途中で寄って、食べたいなとい

うような要望も若干あったりということで、逐次、お買い物していただいた方の意見は参考にさせて

いただきながらやっていきたいというふうには思います。 

 以上です。 

○川村成二委員長 

 西山理事。 

○理事（西山 正君） 

 ニーズの把握というところについては、茨城県のサイクリング協会というところと未来づくりカン

パニーのほうで接点を持ちまして、そのサイクリング協会のほうからサイクリスト目線でのあるべき

施設について合意はもう既にいただいているところです。 

 それからあと、地方創生のほうで、こういうサイクルツーリズムの先進地であるしまなみ海道を先

般視察に行ってまいりまして、施設の調査を行ってきました。 

 それからあと、未来づくりカンパニーのほうでつくばにあるあのジャイアントのブランチとの接点

を持って、そちらのほうからもいろいろとアドバイスをいただいたりということで、かなりその筋の

人たちとの接点をつくるということで情報収集を進めているところであります。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 これちょっと釈迦に説法みたいで申しわけなんいだけれども、今ほど宮嶋委員が言われたとおりだ

と思うんですよね。皆さんはいろいろな方のニーズに応えるというけど、ニーズというのは表にあら

われた言葉ですよね。でも、そこらの先を読む、相手が求めているもの、ウォントですよ、満ち足り

ないものを満たしてあげるというのが大事なんですよ。だから、それをただ利用者の声を聞くだけじ

ゃなくて、何を求めているんだろうと、そういうところにちょっと発想を持っていっていただきたい

なと思います。これは私が言うまでもないと思うんだけど。その言葉としてね、ニーズじゃなくてウ

ォントを考えるということですよ。 
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 以上です。 

○川村成二委員長 

 企画監 貝塚裕行君。 

○企画監（貝塚裕行君） 

 その一番は、利用される方が使いやすい、リピートしてくれる施設をやることが大変重要だと思っ

ておりますので、そういった視点も入れながら、ニーズもウォントも含めて検討させていただきます。 

○川村成二委員長 

 ほかに質問ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、地方創生拠点整備交付金についての審査を終了いたします。 

 次に、（３）企業立地促進制度の拡充についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 理事 西山正君。 

○理事（西山 正君） 

 引き続き条例の改正について説明をさせていただきたいと思います。 

 企業立地につきましては、これまでも議会のほうで何度も市として積極的に取り組むべきというお

話をいただいたところです。私どももそれを受けまして、昨年の 10月に茨城県庁から関企画監をお迎

えして企業立地担当ということで力を入れて進めてきているところなんですが、実際に市内に立地し

ている、あるいはその立地を市内に進出を考えている企業さんのほうからは、かすみがうら市は非常

に魅力ある地域なんだけれども、整備された工業団地があるわけではなくて、民地についてかなり浸

出企業のほうで手を加えながら整地をして、地べたに張りついたインフラを整えて進出せざるを得な

いんで、そこのところがコストだという意見を幾つかいただいていましたので、そういった議論に応

える形で、今回、その支援制度の拡充を図りたいと思っています。 

 詳しくは担当の関企画監からご説明を申し上げます。 

○川村成二委員長 

 企画監 関聡史君。 

○企画監（関 聡史君） 

 昨年の 10月から県庁からかすみがうら市に派遣されましてお世話になっております関と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、私から、お手元のこちらの企業立地促進制度の拡充についてというＡ４縦型の資料でご

説明したいと思います。 

 今回、企業立地促進制度等の拡充についてということで、制度の拡充にかかりまして企業立地促進

条例の一部改正を行うものであります。あわせて一部、条例の施行期間の延長の部分で産業活動の活

性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特例措置に関する条例、こちらもあわせて一部改正を

行うということでございます。 

 また、改正の目的といたしましては、皆様もご承知のとおり、茨城県全体といたしましては企業立

地面積、それから企業立地件数、全国で１位ということになっておりますが、やはり現在、かすみが

うら市内を回っても、大分空いてきている工業団地、その空いているところに誘致をしようとします

と、やはりインフラですとか、あるいは敷地の造成なんかで、かなり検討されていても、そういった
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面でやっぱり計画を別な場所に移されるというような企業もありまして、そういった面で新たな助成

制度を拡充いたしまして、そういったせっかく立地を考えていただいた企業がそのまま立地していた

だけるような環境整備を進めていく必要があるだろうということで、今回、企業促進条例の一部改正

を行うということで、そういったことを目的に改正するということでございます。 

 改善のポイントとしましては３点ございます。１点は、助成措置の追加・拡充ということでござい

ます。 

 そちらの①番のところを見ていただきますと、現行の助成措置といたしましては、設備投資助成金

として設備投資額の５％、１億円を上限といたしまして今現在助成をしているところでございます。 

企画調整部門ですとか研究部門とか、本社機能の移転があった場合については、設備投資額の 10％、

２億円を上限といたしまして助成をしております。 

 ２番目としまして、雇用促進助成金という形で、この立地の場合に、市内在住の雇用者に１人当た

り 30万を助成するということで、先ほどの本社機能の移転に場合については、その 30万を 50万とい

う形で助成をしております。 

 今回新たに追加いたしますのは、先ほども言ったとおり、敷地整備やインフラ整備なんかで撤退と

いいますか、計画を変えられるような企業もございますので、その敷地整備、インフラ整備に対する

助成金を新たに追加するということでございます。 

 内容といたしましては、敷地整備、インフラ整備に係る整備額の 50％、条件は１億円を限度として

調整するということでの改正となっております。 

 本社機能の移転の場合につきましては、それが 50％で、上限額を 2億円まで伸ばすということでご

ざいます。敷地整備につきましては、造成や、あるいは樹木の伐採等の費用に当たるようなものでご

ざいます。インフラ整備につきましては、調整池あるいは排水路等の設備の整備に係る費用が対象と

いう形になっております。 

 続きまして、２点目につきましては、企業の指定要件緩和ということで、これまでこの助成制度を

活用するに当たりまして、要件といたしまして新規雇用従業員の数がございます。現在、新規雇用従

業員の数は 10人以上、中小企業者にあっては５人以上という条件でございますが、これを条件を少し

緩和いたしまして５人以上、中小企業者にあっては３人以上ということで、少し条件を緩和いたしま

して、より多くの企業に活用していただけるような方向に持っていこうということでございます。 

 現在、やはり特に製造部門等では、ロボット化が進められており、現状的にはなかなかちょっと条

件として厳しいものではないのかなというふうに考えておりまして、それを少し緩和して、より多く

の企業に実施いただこうということで条件を緩和するものでございます。 

 ３番目といたしましては、地域再生計画に伴う条例の失効期間の延長でございます。 

 先ほど地方創生のいろんなご説明がありましたが、地方創生の国の助成制度とかを活用するには、

この県の地域再生計画、いばらき地方活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクトという、地域

再生計画を策定しまして、それに基づいていろんな国からの助成を受けるということでございますが、

こちらの計画のほうが 32年３月 31日までという期間になっていますので、そちらの計画と合わせる

形で条例のほうも失効期間を延長するという形での改正となっております。 

 以上、３点となります。よろしくお願いいたします。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いいたします。 

 宮嶋委員。 
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○宮嶋 謙委員 

 企業立地においては都市間の競争だと思うんですね。今回の助成措置を拡大して要件を緩和すると。

これどれぐらいのインパクトがあるんですかね。 

○川村成二委員長 

 企画監 関聡史君。 

○企画監（関 聡史君） 

 そうですね、先月、一般財団法人日本立地センターというところの担当の方にお聞きしましたとこ

ろ、立地センターで把握している感じでは、他の自治体ではこういった敷地整備、インフラ整備に係

る助成制度はないということでございますので、これをつくったということは結構な大きなインパク

トを企業に与えることができるんじゃないかというふうに考えております。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 であれば、そこを大いにＰＲしていただいて、かすみがうらに立地すれば有利な条件ナンバーワン

なんだということをぜひ広めていただきたいと思います。 

 以上です。 

[委員長交代] 

○小松﨑 誠副委員長 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 制度の追加する助成措置、これの考え方が総額が、本社を移転するかしないかで変わることを前提

に設定されていますよね。１番の現行制度は総額は同じで考えていますよね、この考え方を変えた理

由というのは何かあるんですか。 

○小松﨑 誠副委員長 

 企画監 関 聡史君。 

○企画監（関 聡史君） 

 整備額の 50％という割合は確かに書いてあって、上限額を２億円ということでありますから、やは

りさすがにちょっと 50％以上の割合は、割合的に多いのかなと。ただ、大規模な企業になりますと、

それだけ敷地も大きくなって、造成とか、インフラを整備する範囲が大きくなりますので、上限だけ

を一応上げさせていただいたと。割合は変えないでということでございます。 

○小松﨑 誠副委員長 

 はい。川村委員。 

○川村成二委員 

 いや、設備投資も同様じゃないんですか、本社が移転等すれば、これ率で逆算すれば、１番の設備

投資の場合は総額 20億ですよね。どちらにしても。ところが３番の敷地整備、インフラ整備について

は２億と４億ですよね。本社機能を移転したほうが費用が発生するという考えなんですか。何かこの

助成金そのもの全体を通して考えたときに整理がつかないように思うんですが、その辺は十分検討さ

れた上でこの率と助成額を出したんでしょうか。 

○小松﨑 誠副委員長 

 関企画監、すぐ答えられますか。 
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 暫時休憩します。 

休 憩  午前１１時４１分 

                                 

再 開  午前１１時４４分 

○小松﨑 誠副委員長 

 再開いたします。 

 答弁を求めます。 

 理事 西山 正君。 

○理事（西山 正君） 

 委員長ご指摘の点については、総務部でまた改めてこのパーセンテージの設定について検討させて

いただきまして、政策目標としては、やはり本社機能、会社が進出するほうをより優遇するという制

度設計にしなければなりませんので、その目的にかなうかどうか、改めて制度の見直しを図ってまい

りたいと思います。 

[委員長交代] 

○川村成二委員長 

 委員長戻ります。 

 続いて、何か質問ないですか。 

 鈴木委員。 

○鈴木良道委員 

 千代田石岡インターチェンジの周辺で、これ意向調査となっておりますが、これはどういうことに

なっているんでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 関 聡史君。 

○企画監（関 聡史君） 

 今後意向調査を実施させていただくようなことになった場合は、地権者をこれからちょっと調べさ

せていただきます。 

 あとは、範囲も結構広範囲でありますけれども、ちょっと場所を選定させていただきまして。 

○川村成二委員長 

 鈴木委員。 

○鈴木良道委員 

 そうすると、あの辺は農振地域なんですよね。そうすると、線引きこれを変えなければなかなか工

業団地もできないと思います。私もちょっと質問したことあるんですが、市長の答え、今の坪井市長

の答えは、インターチェンジとの距離が短いとのことなんです。だからある意味、なかなかこの団地

とかを作るのは難しいっていうので、その辺のところはどう考えるんでしょうか。 

○川村成二委員長 

 企画監 関 聡史君。 

○企画監（関 聡史君） 

 確かにインターのそばですと近いという部分もありますし、あと、かなり傾斜地という形状もござ

いますし、いろいろ検討していく必要もあるのかなと思いますけれども。 

 あと、先ほど委員おっしゃられたとおり、農振地域もかなり多くあるということで、そこら辺もや
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っぱり創生部門だけではちょっと改正できない話なんですよね。そこはちょっと農林のほうとも今後

調整が必要になってくるのかなというふうに考えております。 

○川村成二委員長 

 鈴木委員。 

○鈴木良道委員 

 その辺、ちょっと検討してください、お願いします。 

○川村成二委員長 

 そのほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、企業立地促進制度等の拡充についての調査を終了いたします。 

 暫時休憩します。 

休 憩  午前１１時４７分 

                                 

再 開  午前１１時５２分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 次に、（４）ホームページ連携による一斉情報配信についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 市長公室長 木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 続いてよろしくお願いをいたします。 

 市長公室の案件、３点ほどあって、まず１点目、ホームページ連携による一斉情報配信についてと

いう内容であります。 

 市民への市政情報伝達につきましては、これまでもいろいろ課題を解消しながら、情報発信という

ことを常日ごろ心がけてきました。その情報発信のこれまでの意味を一新いたしまして、平常時や災

害時も効果的に市政情報を発信する機能の構築をするものであります。 

 詳細につきましては、稲生課長のほうから説明をさせていただきます。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長 稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 資料に基づきましてご説明をします。 

 今回のホームページの連携についてなんですけれども、対象となるのが教育委員会、小中学校、消

防本部、市議会ということになります。 

 こちらのホームページなんですけれども、今申しましたホームページにつきましては、現在、市が

運用しておりますホームページとは別な運用を図っておりまして、その中でいろいろ課題があります。 

 ２ページをごらんください。 

 現在の課題としまして、まず第１点目、ホームページを更新する専用ソフトが必要、端末に組み込

むソフトまで専任の担当者が必要ということで、各部署でホームページを担当する専任の方が専用の

ソフトを使っているということで、それが第１点の課題です。 
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 ２つ目としましては、専用ソフトの操作を習得するのが大変。複数人が同時に更新することが困難。

１人にホームページの更新が集中することによりまして、いろいろその専用ソフトの習得をするのが

広まらずに、担当者が専任となってしまって大変になってくると。 

 ３番目ですけれども、複数の情報メディアにデータをそれぞれ入力するのが大変、ホームページ、

ＳＮＳ、一斉メール、それぞれの管理画面から同じ内容を入力するような形で対応しているというこ

とが３点目の課題です。 

 ４点目としましては、災害情報、緊急情報を素早く一斉に配信できない。これは３番目に申しまし

たホームページ、ＳＮＳ、一斉メール等々のそれぞれの管理画面から緊急情報を送信しているという

ような状況です。 

 こちらにつきましては、ＣＭＳ導入で解決ということで提案しております。ＣＭＳと言われるもの

は、現在、かすみがうら市のホームページメインのページで使われておりますコンテンツマネージメ

ントと言われるもののシステムの総称でございます。こちらを導入することによって今回の課題を解

決したいということです。 

 まず、第１点目ですけれども、ホームページ更新にインターネットエクスプローラーを使用するた

め複数人が同時に情報を配信できるということで、１人の担当者にとらわれずに、全ての職員の方が

ホームページを更新するということが可能になるということです。 

 ２点目としましては、市ホームページで使用中のＣＭＳと同じ操作となりますので、誰もが部署を

かわっても使用できるということで、操作性の向上を図るとともに、習得を新たにする必要性もない

ので、どなたでもできるような環境になるということです。 

 続きまして、３点目ですけれども、ＣＭＳに１回入力した情報を複数の情報メディアに配信するこ

とが可能となりますので、複数のメディアに緊急情報を一斉に配信することが可能だということです。 

 続きまして、３ページをごらんいただきたいと思います。 

 こちらはシステムの概要ですけれども、ＣＭＳを中心としまして、職員がパソコンからインターネ

ットエクスプローラーを利用しまして情報を入力しますと、ホームページの内部でホームページの更

新、それからかすみがうら市のスマートフォン用のアプリですね、こちらに配信をしたり、フェース

ブック、ツイッターと言われるＳＮＳを利用する、またはメールマガジンで配信をする、こちらは同

時並行的に動くということです。 

 市民の方につきましては、複数のメディアに情報発信できますので、スマートフォン、パソコン、

モバイル等に情報が配信されるということです。 

 続きまして４ページですけれども、誰もが好きな情報にアクセスできるという考えで進めておりま

して、現在、乳幼児の方につきましては、子育て情報かすみっ湖というスマートフォンのアプリです

けれども、こちらを立ち上げておりまして、こちらで必要な情報を送ることで考えております。 

 学校につきましては、学校の情報等をホームページとかでやっておると思いますけれども、そちら

についてもホームページや、それからアプリのプッシュ配信、メールマガジン等で情報を配信すると

いうことで、老年にわたるまで幅広い年齢層につきまして必要な情報をあらゆる多様な媒体で伝える

ということを可能にするというものです。 

 続きまして５ページですけれども、平成 29年度の予算要求としまして、教育委員会、小中学校、消

防本部、市議会、合計しまして 279万 1800円ということで見積もりをしておりました。 

 それで、財政協議の中で一括して計上することによって経費も削減することができないかというよ

うなこともありましたので、事業所と調整しまして減額して 250万円の予算を計上しております。 
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 また、メールマガジン等の連携で 46万 9800円、広報アプリの維持管理の業務委託としまして 

10万 3680円、総額 307万 3480円ということで予算を計上しております。 

 以上です。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いします。 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 ちょっと単純な質問で恐縮なんですが、この情報を得るためにはアプリをダウンロードするんです

か、それともほかに何かすることあるんですか。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 ３ページにありますように、同じような情報をホームページ上からプッシュ配信、ツイッター等、

あとメールですね、こちらのメディアでそれぞれ配信しますので、それのどれかにアクセスできる方

であれば、例えば普通の携帯であれば、メールが受信できるということであればメールで受信ができ

ると。あとは、スマートフォンであれば、アプリを入れていただければ。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 受信するためにどんな手立てをしなくちゃならない、操作を。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 まず、ホームページについてはホームページのトップページにアクセスできればアクセスできると

うことで。具体的には携帯や、それからスマートフォンですかね、それのスタートページとかに登録

するとか、リンクに登録するとかとの作業が必要です。アプリプッシュ配信と言われるものは、市の

ホームページからそのアプリのダウンロードの場所が示されますので、そちらからダウンロードして

インストールするというのが必要です。 

 フェイスブック、ツイッターにつきましても、同じように、スマートフォンであれば専用ソフトが

ありますので、そこで登録をしていただいて情報を受けることができます。 

 また、メールマガジンについては、ホームページのほうからメールマガジンの登録のフォームを用

意しますので、こちらで登録をして、それ以降はメールが来るということです。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 コンテンツマネージメントを導入するということで、管理者が１人だけじゃなくて、いろんな職員

さんが全てと今おっしゃっていましたけれども、より迅速に情報がアップできるとか、対応できると

いうメリットはあると思うんですけれども、その一方で、誤字脱字を含めて、誤った情報とか、情報

管理という部分ではどういうふうに考えていますか。 
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○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 ＣＭＳ、現在もそうなんですけれども、決裁機能が中に入りまして、担当が文章をつくりまして、

それを申請という形で登録します。そうすると上長承認というか、課長が承認をしたものが、今度広

報のほうに渡って、簡単な誤字脱字のチェックをして公開というような流れになります。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 わかりました。 

 それでは、その管理だけは迅速に対応できるとしても、しっかりしていただきたいというのと、あ

と、照合もこれによって迅速な対応が、多分、予算をとるとホームページ等であると思うんですけれ

ども、防災無線の聞きづらいとかというときに、今フリーダイヤルがあるじゃないですか、0800、あ

れなど回線は多分２本、３本だと思うんですけれども、なかなかつながりづらいというのがあると思

うんです。そういうときに、その防災無線の情報をいち早く、メールマガジンもそうですけれども、

そういうところにアップするということが可能になるのか、教えてください。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 今回、消防のほうもその件に関して調整していまして、放送した内容がホームページにそのまま上

がるというような手順で考えています。 

○櫻井繁行委員 

 ぜひお願いします。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 今の件ではね、メールで届けるということも可能なんですか。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 災害情報等、今もメールマガジン等やっていますけれども、それと同じような形で、同時にですか

ら、メールも送りますけれども、ホームページにも公開すると。あとはＳＮＳとかアプリのプッシュ

とかというような、いろいろな連携をすでにやっております。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 あと、新しいシステムを導入することによって、昨今は公的機関のホームページの改ざんが起こっ

ていますが、それのセキュリティに関しては問題ないんでしょうか。 
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○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 それにつきましては、セキュリティのガイドラインがホームページの公共的にも、一般的にもちょ

っと出ています。それのガイドラインでのチェックを経て、市のページはそのガイドラインのセキュ

リティの確保はしておるというふうな状況です。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 それと、議会ホームページも管理を改善しているということですが、議会の動画配信に関して、ユ

ーチューブなども見れるようにしてほしいという声が以前からあったかと思うんですが、その辺は改

善されるんでしょうか。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 ユーチューブへの動画配信は、基本的にユーチューブは無料で使えますので、議会さんでもしくは

やる場合、有料、無料というのはユーチューブにはあるんですけれども、無料であればすぐにでも始

められるというようなことは考えられます。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 議会サイドの問題ということ。 

○川村成二委員長 

 情報広報課長。稲生政次君。 

○情報広報課長（稲生政次君） 

 はい。 

○川村成二委員長 

 そのほかないですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、ホームページ連携による一斉情報配信についての調査を終了いたします。 

 お諮りいたします。 

 昼食休憩に入りたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 それでは、午後の再開は１時 30分とします。 

休 憩  午前 ０時０５分 

                                 

再 開  午前 １時３０分 
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○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 次に、（５）かすみがうら市における通学定期券購入費助成事業の創設についてを議題といたします。 

 説明を求めます。 

 市長公室長 木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 通学定期券の購入費の助成事業ということで、これは地方創生事業の一つのことでもあります。定

住化策の事業であり、県外の大学等に通学する学生の保護者に定期券の購入に際しての助成を行い、

保護者への負担軽減と学生の都市部への移住を抑制するということを目的に考えさせていただきました。 

 詳細、横田課長のほうから説明させていただきます。よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 それでは、資料のほうに基づきましてご説明のほうをさせていただきたいと思います。 

 概要でございますけれども、市内に居住している学生が県外の大学に自宅から通学をする場合の定

期券の一部を補助するというものを創設するということで、今準備のほうをしているところでござい

ます。 

 まず、県外ということでございますので、取手まで通ったときに１カ月当たり 7,900円ということ

で、その分は控除させていただきまして、定期券の購入枠からその 7,900円の控除額を引いた残り、

基本は１万 5000円以上２万円未満というのが多いというふうに思いますけれども、このレベルは 50％、

２万円を超えるレベルは 75％を補助していこうということでございます。 

 助成金額の上限でありますけれども、年間は最大でも 15万円ということにさせていただきたいと思

いますけれども、一番多いだろうと予想している１万 5000円から２万円の間の方であれば、ほぼ年間

５万円程度の補助という想定をしているところでございます。 

 来年度の予算案のほうに今計上を予定しているのは 1500万円の予算ということでございますが、こ

の部分はその５万円に対象者約300人程度であろうということを見込みまして1500万円ということで

予算を計上する予定でございます。 

 概要でございます。以上です。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見あれば願います。 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 市内在住の方で、通学されている方をぜひかすみがうら市にとどめたいというのが大きな目的だと

思うんですが、そうであれば県外ではなくて、市外に通う方を対象にして助成を調整する方向のほう

がより目的に沿うと思うんですが、いかがでしょうか。 

○川村成二委員長 

 政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 これは、創生の戦略をつくるに当たりまして統計を分析したところ、大学に入る世代、二十歳前後

ですけれども、そこの転出が我が市は多いということが判明してございます。ですから、これは大学
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に進学する際に、やはりファミリーともども、あるいは自分だけ下宿とか、アパート借りてとか、転

出してしまう状況が予想されるということが判明してありますので、それを何とかして引きとめられ

ないかということで考えたものでございます。 

 市外へ、うちのほうは余り市内に学校、数校しかございませんので、大学となりますと、もちろん

筑波大であるとかという県内の大学に通うわけじゃありませんけれども、そこであれば、恐らく下宿

といいますか、アパート借りてまでという人はなかなか少ないだろうということで、それはみずから

自宅通学ということを選択しているのではないかというふうに予想してございます。そのため、今回

は、生徒としては県外の大学ということで整理をさせていただきたいなと思っているところでござい

ます。 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 もう１点、交付対象は保護者ということになっておりますが、勤労学生も含めたほうがいいんじゃ

ないでしょうか。 

○川村成二委員長 

 政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 もちろん学生というくくりは、働いているとか働いていないにかかわらず、同じというふうに定義

をさせていただきたいと思います。 

 ただ、一般的な話ですけれども、やはりまだ学生のうちというのは保護者の保護のもとに生活して

いるのがほとんどであろうというふうに思います。働いている場合は、それなりにそこの部分は少し、

本人に交付できるかどうか再度検討してみたいというふうに思います。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 対象者は学生なんですけれども、これは保護者の親の年収とか、そういうものの上限とかというの

は考えてないんですか。 

○川村成二委員長 

政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 先ほどの統計の分析ですと、やはり親の年収のデータもないのもあれですけれども、とにかくぜひ

市内にとどまっていただきたいということで、保護者の年収は特に考慮すべきではないのではないか

というふうに思ってございます。ですから、年収高くても、それは同じようにとどまっていただきた

いなという制度でございます。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 もともと補助金の助成額が 1500万とおっしゃっていましたけれども、５万円で 300人程度、これが

もしすごく需要が多くて漏れるような人がいた場合には、やっぱり年収等も考慮する必要があるのか

なというふうに思いますので、その辺をぜひご検討いただければと思います。お願いします。 
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○川村成二委員長 

 ほかにございますか。 

[委員長交代] 

○小松﨑 誠副委員長 

 委員長をかわります。 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 この市内に居住しということは、保護者が居住していて、そこに同居しているということなのか、

あるいは、例えば石岡の生徒がかすみがうら市の親戚の家に住んで通うとなれば対象になるのか、そ

の判定基準、市内に居住するという判定基準というのは明確になっているんでしょうか。 

○小松﨑 誠副委員 

政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 保護者も市内に居住するとともに、学生も市内に住民票を有している、居住しているということが

条件であります。 

○小松﨑 誠副委員長 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 同居は問わないんですか。 

○小松﨑 誠副委員長 

政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 そうですね、保護のもとであれば同居までは必要はないかと思います。 

○小松﨑 誠副委員長 

 委員長を交代します。 

[委員長交代] 

○川村成二委員長 

 そのほか質問ございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 本件の今後の議員の皆様へのご説明の予定なんですけれども、２月９日の全員協議会のほうに、改

めて案を整理いたしまして再度皆様に説明したいと思います。 

 あと、これは新しい制度でございますので、市民の皆様にいち早くご連絡をしないといけないとい

うことで、時期も時期でございますので、今２月の広報を編集中でございます。２月の広報は２月 20

日発行ということになっていますので、そちらのほうに予算は後で、予算は通っておりません、制度

の概要を少しご説明したいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○川村成二委員長 

 市長公室長。木村義雄君。 
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○市長公室長（木村義雄君） 

 当初、３月の開会日は３月２日というようなことである程度想定はされておるんですけれども、告

示日が 1週間前で、内示会、新しい予算、議案の提案が１週間前ですと２月 23日というようなことは

考えておるんですけれども、そこで、もういろんな案件が出てしまうと、そこの中では内示会がどう

かなというのが一つあるので、その辺もあわせて、少し予定として、そのあたりに報告できるような

会ができればというようなことで、今お願いしているところでもあります。 

○川村成二委員長 

 暫時休憩します。 

休 憩  午後 １時４１分 

                                 

再 開  午前 １時４３分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 政策経営課長 横田茂君。 

○政策経営課長（横田 茂君） 

 すいません、ただいまの私の発言に誤りがありましたので、日付と全協の予定についてはまだ未定

でしたので、そこは削除させていただきたいと思います。 

 内示会の前に、できれば説明できる機会を設けるように調整をさせていただく方向で今考えてござ

いますので、よろしくお願いします。 

 広報紙の掲載予定につきましても、来月どのように対応すべきかについても、また改めて議会の皆

様のほうに調整のほうはさせていただきたいと考えてございますので、よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 ほかにございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、かすみがうら市における通学定期券購入費助成事業の創設についての調査を終了いたし

ます。 

 次に、（６）運転免許自主返納支援についてを議題といたします。 

  説明を求めます。 

  市長公室長 木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 高齢者等の運転の交通事故ということが最近課題になっているようなところでもあります。運転免

許証を自主返納された方が移動手段を確保するため、公共交通による支援を行ったらどうかというよ

うなことで、そのご報告をさせていただきます。 

 担当企画監の大久保のほうから説明させていただきます。 

○川村成二委員長 

 企画監 大久保勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 それでは、資料に沿ってご説明させていただきます。 

 高齢者ドライバーの交通事故と運転免許の自主返納ということで運動能力や判断力の低下、さらに
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は認知障害などの原因により高齢者ドライバーによる交通事故が相次いでおります。高齢化により、

高齢者ドライバーは今後も増加傾向にあり、これに比例して事故件数が増加することが懸念されてお

ります。 

 こうした中、加齢や病気等で身体能力の低下ということで保有している運転免許の有効期間内、い

わゆる有効期間の満了を待たずに、その運転免許の全部または一部を申請によって取り消すことがで

きる手続きがございます。 

 また、本人の希望によりまして、申請によって運転経歴証明書というものの交付というものがござ

いまして、身分証明書や本人確認の際に使用することができるものであります。こうした状況から高

齢者ドライバーの交通事故抑制、運転免許を自主返納した高齢者の交通手段を支援、公共交通の意識

醸成、利用促進、こういったことを目的にいたしまして、高齢者運転免許を自主返納支援ということ

で取り組みを進めたいと考えております。 

 支援の主体といたしましては、市地域公共交通会議といたしまして、ここで申請の受け付けをいた

します。 

 支援の対象者、こちらは満 65歳以上の市民で、運転免許を自主返納した者、自主返納から６ヶ月を

経過していない者といたします。 

 支援の内容といたしましては、路線バスの回数券、こちらを２万円交付、これは 1回限りの限定と

させていただきたいと考えております。 

 支援の開始時期が４月１日、本年４月１日というような内容でございます。 

 資料の裏面でございますけれども、県内の自治体が行っています支援事業の一覧、こちらを参考と

していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 説明は以上です。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いします。 

 鈴木委員。 

○鈴木良道委員 

 支援対象者なんですが、これ６ヵ月ですね。その以前はだめなんですか。１年とか２年、返納した

い場合には対象にならないんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

この部分は、４月１日から開始いたしまして、さかのぼること６ヶ月までということで予定をしてご

ざいます。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 支援の対象者が 65歳以上の市民ということですけれども、これ市内にどのぐらい人数いるんですか

ね。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 
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○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 人口ということですか。 

○櫻井繁行委員 

 いやいや、免許を今持っている人。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 まだそちらの数字は把握してございません。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 というのは、裏面見ると、自治体ごとで 65歳以上、高齢者の定義でしょうけれども、これは 70歳

からというのは出ているじゃないですか、高齢者も。というのは、やっぱり 65歳から 70歳って、要

は、まだ返納する人も少ないんじゃないのかなと思ったんで、それは個人、個人の考え方なんですけ

れども、ぜひ統計をとっていただいて、多分、60代元気ですからね、そういう面でも……、うちもお

やじなんかもうすぐなるんですけれども、まだまだ今の 60の方は元気なんじゃないのかなと思って、

そこら辺ももう少し統計をとっていただければなと思ったんで、お願いします。 

○川村成二委員長 

 市長公室長。木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 先ほどの関係なんですが、統計的に、例えば安全協会とか、そういうところでの照会も入れること

ができれば、何歳以上の方がどのくらい運転免許証を取得しているということが把握できると思いま

すので、そこを今後、急いで検証をさせていただきます。 

○櫻井繁行委員 

 よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 ただいまの部分で補足をさせていただきますと、自主返納される方の数字は把握しております。月

５人程度がされているという数字は把握してございます。 

○川村成二委員長 

 櫻井委員。 

○櫻井繁行委員 

 年代的には何歳ぐらいというのがどのぐらい多いんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 年齢はそこまで把握していないんですが。 

○櫻井繁行委員 

 大事なところなので、お願いします。 
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○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 支援内容で路線バス回数乗車券２万円と書いてありますね、これは現金ですか、それともそういう

回数券で渡すんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 これは現金ではなく回数券を配布するということで考えております。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 その回数券て、大体目的地があって回数券じゃないんでしょうかね。それをだから２万円分ていう

のは難しい渡し方になっちゃうんじゃないですか。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 これは、例えばこの地域を走っております関鉄グループなどでは、金券 150円、100円、50円とい

うそういった種類の回数券となっておりますので、それと同じような方法をとりたいと思います。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 この原資はどこから出るんですかね。 

○川村成二委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 予算措置といたしましては、地域公共交通会議に負担金で、この分含めまして予算措置をしたいと

考えております。 

[委員長交代] 

○小松﨑 誠副委員長 

 委員長をかわります。 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 予算額とその算出根拠は出ているんでしょうか。 

○小松﨑 誠副委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 先ほど月５名ということでお話をさせていただきましたが、12 カ月で 60 人ということで、２万円

で 120万円という数字が出ます。先ほど６月を経過するまで受け付けますよというお話をさせていた

だきましたので、４月１日現在で６月さかのぼりますので、そこで６月分足しまして、一応 180万円
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ほどの予算を考えております。 

○小松﨑 誠副委員長 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 この支援策が路線バスだけの乗車券になっているんですけれども、市内の福祉バス、福祉タクシー、

そういったものは、年齢的に 65歳近辺ですと対象にならないですよね。要は、そういうのも含めて支

援するということはできないんでしょうか。 

○小松﨑 誠副委員長 

 企画監。大久保 勉君。 

○市長公室企画監（大久保 勉君） 

 この支援自体が地域公共交通会議ということで進めておるんですが、主たる目的としましては、公

共交通をなるべく使っていただきたい、意識醸成というところに非常に重きを置いておりまして、路

線バスに乗っていただきたいと考えております。 

○小松﨑 誠副委員長 

 市長公室長。木村義雄君。 

○市長公室長（木村義雄君） 

 補足になりますが、免許を自主返納した後、移動手段が全くなくなってしまうと、なかなか今まで

自分の車で利便性が働いていたものが、公共交通となりますと、やっぱりどっちかというとおっくう

になってしまうということがありますので、少しでもそこの解消を得て、路線バスやデマンドタクシ

ーの利用ができるようなその促し方が必要ではないかという観点が一番大きいというふうに思ってい

ます。 

 先ほど、福祉タクシーの関係なんですが、少しここら辺も整理をしなくちゃならないようなところ

もありまして、今後その検証をしていくに当たりまして、例えば福祉タクシーの要支援１、２とか、

その人たちはこちらのほうへ回していくとか、福祉タクシーであると要介護から支給をしていくとか

という、そういう一つの整理の仕方は、今後検証させていただきたいなというふうに思います。 

[委員長交代] 

○川村成二委員長 

 委員長を交代します。 

 そのほかございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、運転免許自主返納審査についての調査を終了いたします。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩  午後 １時５５分 

                                 

再 開  午後 １時５８分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 それでは、大項目４番の報告事項に入ります。 

 （１）地域防災計画の見直しについての報告を求めます。 
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 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 皆さん、ご苦労さまでございます。 

 本日は、かすみがうら市地域防災計画の改正案の内容ということでご説明を申し上げたいと思います。 

 こちらの計画改正につきましては、主な変更点としまして、霞ヶ浦の水防に関しますタイムライン

というものを策定してございます。こちらを溶け込ます形での変更点がこの資料となりますので、来

る 2月 16日に市の防災会議を予定しておりまして、最終的にはそちらで決定をすることになります。

その前の段階でございますけれども、そのタイムラインを中心に説明を申し上げます。よろしくお願

いいたします。 

 詳細は廣原企画監から申し上げますので、よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（廣原正則君） 

 では、私のほうから説明をさせていただきます。 

 資料につきましては、かすみがうら市地域防災計画の改正案の主な内容をごらんいただきたいと思

います。 

 その中で、タイムライン、霞ヶ浦の洪水対策タイムライン防災行動計画、こちらも一緒にごらんい

ただきたいと思います。 

 ただいま部長からありましたが、今回の地域防災計画の中では何点かの改正点がございますが、今

回の主な改正内容としましては、今回、資料でお示ししておりますタイムラインがこれです。このタ

イムラインにつきましては、防災計画の変更に合わせて今回作成をしたものでございます。 

 タイムラインとは、災害が発生することを前提としまして、今回は霞ヶ浦流域での災害の発生とな

ります。防災関係機関が連携して災害時に発生する状況をあらかじめ想定し、共有した上で事前にと

るべき行動を、いつ、誰が何をするかに着目して、防災行動とその実施主体を時系列で整理した計画

を言うものでございます。 

 平成 27年８月に開催されました第３回国土交通省水災害に関する防災減災対策本部会議では、国管

理河川を対象に避難勧告等の発令に着目したタイムラインを河川の氾濫により浸水する恐れのある市

区町村で策定し、また全国展開していくことが決定されました。 

 また、平成 27年９月、関東東北豪雨により大規模な浸水被害が発生したことを踏まえ、河川管理者、

県、市町村等を対象としました霞ヶ浦流域大規模氾濫に関する減災対策協議会が平成 28年５月に設置

されました。その協議会につきましては、霞ヶ浦流域において氾濫が発生することを前提として、減

災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的・計画的に推進することとしました。そ

の計画には、ソフト対策としまして、このタイムラインの整備についても明記されております。 

 タイムラインの策定につきましては、主たる災害の発生地点、ここでは霞ヶ浦の水位が堤防天端に

到達し越流することですが、それを定め、この時刻をゼロアワーとしまして、そのゼロアワーから時

間をさかのぼり、個々の防災行動を実施するタイミングと防災行動に必要な時間並びにその事態の進

行状況を整備したものでございます。 

 タイムラインの表の中で、一番左側の時間でございますけれども、これにつきましては 144時間前、

６日前を想定してございますが、これについては昭和 13年の台風による洪水の実績水位によるもので

ございます。 
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 タイムラインにつきましては、気象庁の情報や霞ヶ浦河川事務所からの水防警報及び洪水予報に対

し、当市はその水位到達時点によって警戒体制をとり、とるべき行動をこの計画に基づき実行してい

くというものでございます。 

 このタイムラインの導入による効果としてでございますけれども、１番としまして、災害時実務担

当者は先を見越した早目、早目の行動をすることができるようになり、また意思決定者は不測の事態

の対応に専念できるようになります。２番としまして、防災関係機関の責任の明確化、防災行動の抜

け、漏れ、落ちの防止を図られます。３番としまして、防災鑑定機関間で顔の見える関係が構築でき

ます。４番としましては、災害対応の振り返り、検証、改善を容易に行うことができるようになりま

す。 

 また、このタイムラインの表の中の赤字で記された○○地区避難準備高齢者等避難開始、○○地区

避難掲示（緊急）等がありますが、この表現については昨年 12月に変更がございました。参考に国の

資料を添付しましたので、ごらんいただければと思います。 

 タイムラインの後ろのカラーのＡ４のものでございます。避難情報の新たな名称と伝え方でごらん

いただければと思います。 

 内閣府及び消防庁は、平成 28年台風 10号災害を踏まえた課題と対策のあり方の報告を踏まえまし

て、昨年 12月からこれまでの避難準備情報等の名称を検討いたしました。「避難準備情報」の名称を

「避難準備高齢者等避難開始」に変更し、「避難指示」の名称を「避難指示（緊急）」に変更したもの

でございます。 

 避難準備情報につきましては、要配慮者等が避難を開始するときとして、これまでも発令されてお

りましたが、平成 28年台風第 10号の際には、避難準備情報という発令が要配慮者が避難すべきであ

る段階として認識されていなかったことで、要配慮者利用施設での被害が発生してしまったことなど

が県の報告会で報告をされました。それらの反省を踏まえまして、要配慮者が避難を開始するときを

わかりやすく住民に伝える必要があるため、避難準備情報を避難準備高齢者等避難開始と変更するこ

ととしたものです。 

 また、避難指示につきましても、住民に伝える際、わかりやすい言葉で切迫感を与えるため、避難

指示の後に緊急と加えたものでございます。 

 今後、防災行政無線や緊急速報メール等での配信等の際には、このような表現を使用する予定とな

っております。また、これらにつきましては地域防災計画に反映させ、また、今後作成するハザード

マップ等にもそのような表記とする予定でございます。 

 タイムライン等の説明につきましては以上ですが、その他の防災計画の改正点としましては、組織

改編による変更や警報、注意報発表の基準値の変更などがございます。これらの内容を防災会議で承

認いただき、全員協議会においても報告をさせていただきたいと考えております。 

 以上でございます。よろしくお願いします。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いいたします。 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 １つは、出島水位観測所というのはどの辺にあるか。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 
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○総務部企画監（廣原正則君） 

 出島水位観測所につきましては、歩崎の公園のところに、今交流センターがございますけれども、

その先に、堤防のところに水位観測所がございまして、そこから水位を見ている状況でございます。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 もう１つ、ゼロ時間になると氾濫発生でしょう、これ天端到達とか越流とあるよね。そのときに、

条件によってヘリコプターを飛ばすと書いてあるけれども、このヘリコプターはどこから飛ぶんですか。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（廣原正則君） 

 それにつきましては、国土交通省等のテックフォースの活動という部分もありますけれども、こち

らからもヘリコプターが出る予定になってございますけれども、あとは県が持っている防災ヘリがご

ざいまして、この間防災訓練で来たあのヘリがつくばから飛ぶようになっていますので、そういった

ことでヘリコプター等によるということでございます。 

○川村成二委員長 

 小松﨑委員。 

○小松﨑 誠委員 

 ですから、それを要請するの、それとも勝手に来てくれるの、その辺だけ。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（廣原正則君） 

 こちらにつきましては、霞ヶ浦河川事務所のところの欄になっていまして、この表のところのこの

ヘリコプターのところにつきましては、霞ヶ浦河川事務所が行う仕事になっています。そこの右側に

ついてはかすみがうら市が対応する予定になってございますけれども、この辺になりますと霞ヶ浦河

川事務所で把握して、市のほうで対応するような形になっています。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 タイムラインの仕組みがちょっといまひとつのみ込めないんですけれども、災害によってゼロは違

うと思うんですよね。災害ごとにゼロアワーがいつかというのを確定して、それぞれの施策が始まる

ということですか。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（廣原正則君） 

 まず、この時間でございますけれども、先ほど説明しました昭和 13年６月から７月の実績水位によ

るということで、実際に天端まで来てしまった洪水がありました。その際には、６日前ぐらいから雨

が降り出しまして、実際にそこら辺の状況も合わせて水位が上昇した経緯がございます。それによっ

て、その時点の水位を今回のタイムラインに合わせてつくったものなんですけれども、実際に時間と
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しては、前のときには６日かかっていますが、先日のような豪雨等もございますので、実際に行動す

るものとしましては、水位の状況 1.5メートルとか、2.1メートルになった時点で、我々が行動する

ことを決めてこういった形でつくったものでございます。 

 

○川村成二委員長 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 具体的にはゼロを設定してやるというよりも、水位によって行動は見直されるということですね。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（廣原正則君） 

 はい、そのとおりでございます。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、地域防災計画見直しについての調査を終了いたします。 

 続いて、（２）公共施設使用料の見直しについての報告を求めます。 

 総務部長 小松塚隆雄君。 

○総務部長（小松塚隆雄君） 

 公共施設使用料の見直しにつきましては、条例の可決をいただいたことによりまして庁内でも調整

を進めております。その具体的な手続等に関する説明会の開催の計画をいたしましたので、これらに

ついて担当の豊﨑企画監からご説明を申し上げたいと思います。 

○川村成二委員長 

 企画監 廣原正則君。 

○総務部企画監（豊﨑伴之君） 

 それでは、引き続き説明をいたします。 

 お手元にお配りしております公共施設使用料の見直しについてということで、ただいま部長からあ

りましたように、現在、規則であるとか運用面の細部の調整を行っております。その中で、市民の方、

施設利用者の方への説明会の日程をこちらの資料の 1番にあるような形で決定をいたしました。日曜

日、休日も含めて６回の開催ということで、市民の方への周知としましては、広報紙のお知らせ版（２

月５日号）を加えまして、ホームページであるとか、過去の施設利用団体の方の中から抽出いたしま

して案内文を送付したりであるとか、近々、施設を使用を予定されている方に施設で直接ご案内をし

たりとか、施設にポスターを張り出すといった形で周知を行いまして、説明会を開催したいと考えて

ございます。 

 説明会の内容としましては、今回の使用料の見直しの内容の概要、それから新たに設ける使用料減

免団体としての登録制度に関する説明等を考えております。 

 その説明する減免団体の登録の方法ということで、２番のほうに大きな流れを整理してございます。

こういった内容を説明会におきまして申請書の記入例ですとか様式、そういったものをご説明をして

新年度に対応していきたいと考えております。 
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 また、説明会に来れなかった方々に対しましても、説明会の終了後、各施設であるとか、検査管財

課のほうにおいてご案内をしてご協力を得ていくというようなことで考えてございます。 

 そして、この登録制度に当たりまして、これまでもご意見いろいろといただいてまいりました。そ

れに対する対応ということで、３番のほうにまとめてございます。 

 大きく２つ整理してございますが、団体登録の際の会則であるとか、決算書、予算書等を提出する

必要があるのか、こういったご意見がございました。これに関しましては再度調整を行いまして、こ

の提出を、当初お願いしていた目的というのがここに書いてあるようなことで、団体の活動内容であ

るとか、営利目的でないこと、そういったことの確認の目的でもあったため、そういったことの対応

状況を申告していただくような方法をいたしまして決算書などのそのものの提出は求めないで対応し

てまいりたいと考えております。 

 そしてもう１点、いろいろ申請書類の作成が面倒だと、こういったご意見がありました。それも簡

便化するということで、次のページから登録申請書の様式の案をつけてございますけれども、基礎的

な情報の記入、それから名簿の作成、そのほかは、先ほどの確認事項の選択チェック方式としまして、

申請者側、審査側ともに判断しやすいような形で対応したいというようなことで準備を進めている状

況でございます。 

 こういった形で使用料の見直しの説明会を開催してまいりたいと考えてございます。 

 説明は以上でございます。 

○川村成二委員長 

 それでは、質疑、ご意見等あればお願いします。 

 宮嶋委員。 

○宮嶋 謙委員 

 申請しやすいようにというご配慮いただいたと思います。説明会等でもいろんな不安の声がいっぱ

い出ると思いますので、例えば申請をするときにはちゃんとサポートするとか、利用者の心の壁を低

くしていただけるように十分ご配慮いただきたいと思いますが、いかがですか。 

○川村成二委員長 

 企画監 豊﨑伴之君。 

○総務部企画監（豊﨑伴之君） 

 そういった点、申請書の記入例であるとか、記入上の注意事項なども丁寧に、利用者側の立場に立

ってつくるようなことで対応していきたいと思います。 

○川村成二委員長 

 そのほかございますか。 

[委員長交代] 

○小松﨑 誠副委員長 

 委員長をかわります。 

 川村委員。 

○川村成二委員 

 この３番の団体等における会則や決算書の提出の必要性、これ簡便になるように、決算書そのもの

の提出は求めないと書いてあるんですが、これはこういうふうに言い切らないで、申告で、場合によ

っては決算書の提出を求めることがあり得るというような表現のほうが、私は適切ではないのかなと

思うんですね。そうしないと、何でもうまく書いてしまえばうまく通ってしまう。チェック機能が働
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かなくなる可能性があるので、ここら辺はもう少し表現を考えたものにすべきだと思いますが、いか

がですか。 

○小松﨑 誠副委員長 

 企画監 豊﨑伴之君。 

○総務部企画監（豊﨑伴之君） 

 ご意見ありがとうございます。これを定める規則の中で、市長は必要があると認めたときは団体の

活動について事情を聞き、必要な書類の提出を求めることができるというような規定を設けておりま

すので、そういった点も説明会の資料の中で、場合によってはそういうものを確認させていただくこ

とがございますというようなことをつけ加えるような形で対応したいと思います。 

[委員長交代] 

○川村成二委員長 

 委員長を戻します。 

 そのほかございますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 なければ、公共施設使用料等の見直しについての調査を終了いたします。 

 本日の調査事項は全て終了いたしました。 

 執行部は退席いただいて結構です。 

 暫時休憩いたします。 

休 憩  午後 ２時１７分 

                                 

再 開  午後 ２時１９分 

○川村成二委員長 

 再開いたします。 

 委員会会議録作成の件ですが、委員長に一任いただきたいと存じますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○川村成二委員長 

 ご異議なしと認め、さよう決定しました。 

 それでは、これにて総務委員会の本日の会議を閉じ、閉会いたします。 

 大変ご苦労さまでした。 

 

閉 会  午後 ２時２０分 
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かすみがうら市議会委員会条例第３０条の規定により署名する。 

 

 

総務委員会委員長   川  村  成  二 


